
船舶事故等調査報告書 

平成２２年２月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第５８号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２０年１２月２１日 ０８時４５分ごろ 

発生場所 茨城県鹿島港 鹿島港北防波堤灯台から真方位３４７°７４０ｍ付近 

（概位 北緯３５°５６.７′ 東経１４０°４２.１′） 

事故等調査の経過  平成２１年２月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油送船 第十八 久
きゅう

寶
ほう

丸、４９８トン 

   １３４０８４、久宝海運株式会社 

Ｂ 貨物船 第十五浜
はま

幸
こう

丸、１８７トン 

   １３４７３４、周防汽船有限会社、独立行政法人鉄道建設・運輸施

設整備支援機構 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ バウチョック凹損、船首ハンドレール曲損 

Ｂ 右舷側船橋甲板に軽微な曲損 

 事故等の経過  Ａ船は、鹿島港において、鹿島石油５番桟橋に着桟するため揚錨作業中、

Ｂ船は、鹿島港厚板岸壁を離岸して投錨場所を探して約３ノットで航行中、

平成２０年１２月２１日０８時４５分ごろ、Ａ船船首部とＢ船右舷船首部

が衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：平穏、潮汐 上げ潮末期 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ なし Ｂ あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、鹿島港において揚錨作業中、５節投入し

ていた錨鎖１節を巻き取ったとき、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、投錨場所を探して航行中、Ａ船の存在を

知っていたものの、船首方の作業船と入港船に注意

を奪われ、Ａ船が揚錨作業中であることに気付くの

が遅れた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、鹿島港において、Ａ船が揚錨作業中、Ｂ船が投錨場所を探し

て航行中、Ｂ船が揚錨作業中のＡ船に気付くのが遅れたため、両船が衝突

したことにより発生した可能性があると考えられる。 

 




